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序章 第３次熊本市都市マスタープランについて 

 

１節 計画の位置づけ 

■都市マスタープランとは 

◼ 都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２の規定に基づき定める「市町村の都市計画

の長期的な基本方針」です。 

◼ 本市は平成１２年度に第１次、平成２０年度に第２次都市マスタープランを策定しており、

今回、「第３次熊本市都市マスタープラン」を策定しました。 

◼ 都市マスタープランには、都市づくりの基本理念、目標、将来像、分野別の方針（土地利用・

都市施設等）等を定めます。 

◼ 本市が定める個々の都市計画は、当都市マスタープランに即したものでなければなりません。 

 

■立地適正化計画とは 

◼ 立地適正化計画は、都市マスタープランに掲げる将来像を実現するための実行計画です。 

◼ 立地適正化計画は、都市再生特別措置法第８１条の規定に基づき、住宅及び都市機能増進施

設（商業、医療施設等）の立地の適正化を図るための計画で、本市は平成２８年度に策定し

ています。 

◼ 立地適正化計画には、基本的な方針、居住を誘導すべき区域（居住誘導区域）、都市機能増進

施設の立地を誘導すべき区域（都市機能誘導区域）と誘導施設、誘導施策、居住や都市機能

を誘導するための都市の防災機能の確保に関する指針（防災指針）等を定めます。 

 

■都市マスタープランと立地適正化計画の統合 

◼ 都市マスタープランと立地適正化計画は極めて関係性が強く、一体的に取り組んでいく必要

があることから、「第３次熊本市都市マスタープラン」の策定に合わせ、都市マスタープラン

と立地適正化計画を統合し、市民にとってわかりやすい計画にするとともに、計画の推進を

図ります。 

 

■計画の体系 

◼ 「第３次熊本市都市マスタープラン」は、本市のまちづくりの基本方針である「総合計画」

や、熊本県が策定する「熊本都市計画区域マスタープラン」に即するとともに、交通・住宅・

環境・農業・防災等の各分野の計画と連携・整合を図ります。 
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▲図 計画体系のイメージ 

 

２節 目標年次 

◼ 目標年次は、２０年後の令和２７年度（２０４５年度）とします。 

◼ 上位計画の見直しや社会情勢の変化を踏まえ、適切に見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図 熊本市都市マスタープラン等の計画策定時期 
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建物用地は約 2.6 倍に拡大 
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親水空間等を兼ね備えた 
河川整備の事例写真 
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